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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２４年１２月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年１月９日 １０時２６分ごろ 

発生場所 兵庫県明石市江井ケ島港南西方沖 

 江井ケ島港西防波堤灯台から真方位２３４°５,６６０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３８.６′ 東経１３４°５１.６′） 

事故調査の経過  平成２４年１月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 砂利運搬船 第三十六親
おや

力
りき

丸、４９９トン 

   １３４８０５、親力海運株式会社（Ａ社） 

   ７０.２８ｍ×１３.００ｍ×７.２２ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成８年３月１５日 

Ｂ 漁船 神和
し ん わ

丸、８.５トン 

   ＨＧ２－５５９７（漁船登録番号）、個人所有 

   １５.５６ｍ（Lr）×３.４３ｍ×１.０９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１２０、平成１２年１１月１５日

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ 男性 ４３歳 

五級海技士(航海) 

    免 許 登 録 日 平成３年９月２６日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２３年１月７日 

    免状有効期間満了日 平成２８年９月２５日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ２１歳 

一級小型船舶操縦士 

免 許登録日 平成２２年８月２６日 

免許証交付日 平成２２年８月２６日 

           （平成２７年８月２５日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部に破口、操舵室及び上部構造物（パイプ類等）を破損

 事故の経過  Ａ船は、船長及び航海士Ａほか２人が乗り組み、航海士Ａが、明石

海峡航路西口付近で船長と交替して単独の船橋当直に就き、操舵装置
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の後方で椅子に腰を掛けて見張りを行い、約１３.５ノット（kn）の

速力（対地速力、以下同じ。）で自動操舵により明石海峡西方沖のカ

ンタマ南灯浮標の南方に向けて西進した。 

航海士Ａは、カンタマ南灯浮標と高蔵瀬東灯浮標との間で兵庫県姫

路市姫路港に向ける約３１２°（真方位、以下同じ。）の針路とし、

間もなく船首方に停止している漁船とプレジャーボートを視認したの

で、両船間を通過するつもりで手動操舵に切り換えた。 

 航海士Ａは、１.５海里（Ｍ）レンジとして０.５Ｍ後方にオフセン

ターしたレーダーで左舷船首４５°２Ｍ付近にＢ船を探知したので、

双眼鏡で動静を確認したところ、Ｂ船がＡ船の方に向かって航行して

いるものの、接近するまでにはまだ距離があるので、Ｂ船の動静を見

守ることにし、針路及び速力を保って航行した。 

 航海士Ａは、Ｂ船との距離が約０.５ＭとなってもＢ船がＡ船を避

けなかったので、椅子から離れて立って操船に当たり、左右に他の漁

船などがいたので転舵することができず、機関を半速力前進の約８.

０kn に減速し、Ｂ船に対して注意を喚起するために汽笛で短音を２回

吹鳴した。 

 航海士Ａは、Ｂ船がＡ船を避けずに更に接近したので、機関を全速

力後進としたが、平成２４年１月９日１０時２６分ごろ、江井ケ島港

西防波堤灯台から２３４°５,６６０ｍ付近において、Ａ船とＢ船と

が衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、兵庫県淡路島室津港北方沖の播

磨灘の鹿ノ瀬付近に設置されたのり養殖施設でのりの採取を行った

後、同施設の北側を発進し、船長Ｂが、操舵室で椅子に腰を掛けて遠

隔手動操舵に当たり、約１５.０kn の速力で明石市林崎漁港に向けて

帰途につき、同施設の北側をこれに沿って東進中、左舷船首方に西進

中の２隻の船舶を視認した。 

 船長Ｂは、江井ケ島港西防波堤灯台に向ける約０６０°に変針し、

西進中の２隻の船舶の船首方を通過することができると思い、船首方

で停止している釣り船に注意しながら航行し、しばらくして同釣り船

を避けるために右転して約０７２°に変針したが、その後も左舷船首

方の釣り船の動静だけを確認しながら航行したので、右舷前方からＡ

船が接近していることに気付かなかった。 

 船長Ｂは、右舷前方至近にＡ船を視認して機関を全速力後進とした

が、１０時２６分ごろＢ船の右舷船首部とＡ船の船首部とが衝突し

た。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時 

 その他の事項  航海士Ａは、漁船に乗船した後、約４年前にＡ社へ入ってＡ船に乗

船し、本事故発生場所付近は約２０～３０回航行した経験があった。
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 Ａ船の船長は、Ａ船の汽笛音を聞き、減速したことに気付いて昇橋

した。 

 Ｂ船は、のり養殖漁業に従事しており、船長Ｂは、林崎漁港と鹿ノ

瀬付近ののり養殖施設との間を頻繁に航行していた。 

 船長Ｂは、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、江井ケ島港南西方沖を西北西進中、航海士Ａが、左舷前方

から接近するＢ船に注意を向けていたものの、左右に漁船などがいた

ので転舵することができずに針路及び速力を保持して航行したことか

ら、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、江井ケ島港南西方沖を北東進中、船長Ｂが、Ａ船の船首方

を通過することができるものと思い込み、左舷船首方の釣り船のみに

注意を向け、右舷前方の見張りを行っていなかったことから、Ａ船が

右舷前方至近に接近して視認し、Ａ船と衝突したものと考えられる。

原因  本事故は、江井ケ島港南西方沖において、Ａ船が西北西進中、Ｂ船

が東北東進中、航海士Ａが、左舷前方から接近するＢ船に注意を向け

ていたものの、左右に漁船などがいたので転舵することができずに針

路及び速力を保持して航行し、また、船長Ｂが、左舷船首方の釣り船

のみに注意を向け、右舷前方の見張りを行っていなかったため、両船

が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・保持船であっても進路を変えずに接近する避航船を認めた場合

は、早期に警告信号又は注意喚起信号を行い、衝突を避けるため

の最善の協力動作をとること。 

・一方向にのみ注意を向けずに、周囲の見張りを適切に行うこと。

 

 




